
平成２３年度税制改正（地方税）要望事項

（ 新 設 ・ 拡 充 ・ 延 長 ・ その他 ）

No ３ 府 省 庁 名 経済産業省

対象税目 個人住民税 法人住民税 事業税 事業税（外形）不動産取得税 固定資産税 事業所税 その他（ ）

要望

項目名
再生可能エネルギーに係る課税標準の特例措置の拡充

要望内容

（概要）

・特例措置の対象（支援措置を必要とする制度の概要）

＜現行制度＞

政府の補助（※１）を受けて取得された太陽光発電設備（同時に設置する専用の架台、集光装置、追尾装置、

蓄電装置、制御装置、直交変換装置又は系統連携用保護装置を含む。）

（※１）新エネルギー等事業者支援対策費に係る補助

＜要望＞

①対象設備を太陽光発電設備から再生可能エネルギー利用設備に拡充する。（対象設備：太陽光発電設備、風

力発電設備、太陽熱利用装置、大気中の熱その他の自然界に存する熱（冷熱を含み、地熱及び太陽熱を除く。）を

利用するための装置、バイオマスエネルギー利用設備）

②政府の補助を受ける設備への限定を解除する。

・特例措置の内容

固定資産税の課税標準を最初の３年間２／３に軽減する。

関係条文 地方税法附則第１５条第４５項、同法施行規則附則第６条第７４項、７５項

減収

見込額
（初年度） － （▲１４９） （平年度） ▲６３１ （▲２３８） （単位：百万円）

要望理由

（１）政策目的

エネルギー利用効率の向上、非化石エネルギーの開発や利用の促進といった、エネルギーの高度利用やエ

ネルギー源の多様化・分散化を推進し、エネルギーの安定供給の確保、環境への適合といった国家的な課題

に対応しつつ、国際的に競争力のある経済活動を持続させることを目指す。

（２）施策の必要性

低炭素社会を実現する上で鍵となる太陽光発電の加速度的な普及を図るべく、太陽光発電設備について、

導入初期の一定の負担を軽減することができるよう固定資産税を３年間２／３に軽減しているところ。

その後、「エネルギー基本計画」（平成２２年６月１８日閣議決定）において、「２０２０年までに一次エネル

ギー供給に占める再生可能エネルギーの割合について１０％に達することを目指す。」と掲げ、再生可能エネ

ルギー全体について抜本的な措置を講じ大幅な導入拡大を図ることが求められている。

しかしながら、再生可能エネルギー設備の導入については、日照時間等の自然条件に左右されるため、導

入時の設置コストや設備特有のコストが高いといった経済性の面における制約を有している。そのため、再

生可能エネルギー設備の導入を加速するためには、取得段階と保有段階における設置者の経済的負担を軽減

する措置を切れ目無く展開する必要があるが、特に設備保有当初の固定資産税負担が重いことから軽減措置

の対象設備を太陽光発電から再生可能エネルギーに拡充することが必要。

さらに、今般、「全量固定価格買取制度」の導入及び検討を踏まえ、既存補助制度の抜本的な見直しを実施

することから、補助事業の対象となることを要件としないこととする。

本要望に

対応する

縮減案



合
理
性

政策体系におけ

る政策目的の位

置付け

京都議定書目標達成計画（平成２０年３月２８日全部改定）において、「新エネルギーについ

ては、２０１０年度までに、１，５６０万kl～１，９１０万kl（原油換算）導入することを目

指す。」と記載。

経済財政改革の基本方針２００９（平成２１年６月２３日閣議決定）において、「太陽光発電

は、２０２０年頃に現状の２０倍程度を目指す。」と記載。

エネルギー基本計画（平成２２年６月１８日閣議決定）において、「一次エネルギー供給に占め

る再生可能エネルギーの割合を２０２０年までに１０％とすることを目指す。」と記載。

５．エネルギー・環境政策

26 エネルギー源の多様化・エネルギーの高度利用

政策の

達成目標

○京都議定書目標達成計画

新エネルギーについては、２０１０年度までに、１，５６０万kl～１，９１０万kl（原油換

算）導入することを目指す。

○長期エネルギー需給見通し

新エネルギーについては、２０２０年度までに、２，４５５万kl（原油換算）、２０３０年度

までに３，２１３万ｋｌ（原油換算）導入することを目指す。

○経済財政改革の基本方針２００９

太陽光発電は、２０２０年頃に現状の２０倍程度を目指す。

○エネルギー基本計画

一次エネルギー供給に占める再生可能エネルギーの割合を２０２０年までに１０％とするこ

とを目指す。

税負担軽減措

置等の適用又

は延長期間

延長期間：平成２３年４月１日～平成２５年３月３１日までの２年間

同上の期間中

の達成目標

平成２２年度においては、京都議定書目標達成計画（平成２０年３月全部改定）の新エネル

ギー導入目標である原油換算１，５６０万ｋｌから１，９１０万ｋｌを目指す。その上で、平

成３２（２０２０）年に２，４５５万ｋｌ導入することを目指す。

また、一次エネルギー供給に占める再生可能エネルギーの割合を２０２０年までに１０％と

することを目指す。

太陽光発電設備については、導入量が平成３２（２０２０）年に平成１７（２００５）年度

比で２０倍になることを目指し、平均で年２０％程度の拡大を維持する。

政策目標の

達成状況

新エネルギー導入量の推移（原油換算：万ｋｌ）

２００４年度 １，１１９万ｋｌ

２００５年度 １，１６０万ｋｌ

２００６年度 １，２６２万ｋｌ

２００７年度 １，２９３万ｋｌ

２００８年度 １，２９２万ｋｌ

目標：２０１０年度 １，５６０万ｋｌ～１，９１０万ｋｌ

２０２０年度 ２，４５５万ｋｌ

太陽光発電導入量の推移（発電出力：kW）

２００５年度 １４２．２万kW

２００６年度 １７０．９万kW

２００７年度 １９１．９万kW

２００８年度 ２１４．４万kW

２００９年度 ２５５．４万kW

目標：２０２０年度 ２，８００万kW

有

効

性

要望の措置の

適用見込み

現行制度の拡充により、適用期間内における本措置の適用件数は、９９２件見込まれる。



有

効

性

要望の措置の

効果見込み

（手段としての

有効性）

平成２３年度に設備を取得した事業者は３年間の軽減措置により８６９百万円のキャッシュ

が生じ資金繰り等が改善すると見込まれる。

また、８６９百万円のキャッシュが次の設備投資に向けられたとすると、１，５９６百万円

の生産波及効果となる。

なお、アンケート調査によると、太陽光発電設備を導入した効果として「企業イメージの向

上など環境への取組が評価された」と回答した者が４６．６％おり、太陽光発電設備の導入は、

経済的な効果以外に企業のＣＳＲにも貢献している。

相

当

性

当該要望項目

以外の税制上の

支援措置

エネルギー需給構造改革投資促進税制（国税）

予算上の措置等

の要求内容

及び金額

予算要求

・新エネルギー等導入加速化支援対策費補助金（１３０億円）

・再生可能エネルギー熱利用加速化支援対策費補助金（１２億円）

財政投融資

・環境・エネルギー対策貸付

上記の予算上

の措置等と

要望項目との

関係

固定資産税の課税標準特例は、設備保有後の運転初期段階におけるキャッシュフロー負担を

軽減するもの。他の支援措置と比較して、設備取得者があまねく恩恵を受けることができ、す

そ野の広い支援措置であることが特徴。他の支援措置の目的等は以下のとおり。

○予算（補助金）

設備投資の負担が大きい新エネルギー設備の導入について、そのイニシャルコストの低減を

図ることにより、初期市場創出を図るもの。

なお、「全量固定価格買取制度」の導入及び検討を踏まえ、既存補助制度である「新エネルギ

ー等導入加速化支援対策費補助金」については、抜本的な見直しを行う。

○財政投融資（日本政策金融公庫）

資金繰りの厳しい中小企業及び個人事業主に対して、低利融資を行うことで、太陽光発電等

の導入に必要な資金確保の円滑化及び資金調達コストの低減並びに借入金利息の低減を図るこ

とにより、イニシャル面及びランニング面で支援。

要望の措置の

妥当性

再生可能エネルギーは、経済性や自然条件等における制約から普及が十分に進んでおらず価

格が高いのが特徴。そのため、導入当初は資産額が大きく、収入が安定しない中で固定資産税

支払いのために経営が圧迫される。したがって、導入当初の固定資産税について、軽減措置を

講ずることによって設置者のキャッシュフローが改善され、投資判断に大きく影響を与えるこ

ととなる。

なお、アンケート調査によると、運用又は保守費用の課題を解決するために有効な支援制度

として回答者の約３０％が「固定資産税の軽減措置」を求めている。

また、政府の目標である２０２０年までに再生可能エネルギーの割合を１０％に達するため

に、価格の高い再生可能エネルギー利用設備を積極的に導入しようとする事業者に対する支援

であるので、課税の公平原則に照らし必要最小限の特例措置となっている。



税負担軽減措置等の

適用実績

本税制は平成２１年度税制改正で措置されたため、実際に固定資産税の軽減措置が受けられ

るのは平成２２年からとなる。本税制の対象となる、新エネルギー事業者支援対策補助金を受

ける太陽光発電は、平成２１年度は、中小企業から大企業まで幅広く５１３件となっている。

このうち課税対象となる平成２１年１２月までに取得された太陽光発電設備は３２件、さらに

実際に本税制を利用した件数は平成２２年７月時点で２２件確認されている。

課税対象の件数が少ないのは、補助金の交付決定が平成２１年７月以降となったため、年内

の設備取得が困難であったことによるもの。したがって、平成２３年は、平成２１年度及び平

成２２年度に補助金を受けた事業者が課税対象となることから、税制の大幅な利用増が見込ま

れる。

税負担軽減措置等の

適用による効果（手段

としての有効性）

平成２２年度においては、京都議定書目標達成計画（平成２０年３月全部改定）の新エネル

ギー導入目標である原油換算１，５６０万ｋｌから１，９１０万ｋｌを目指す。その上で、平

成３２（２０２０）年に２，４５５万ｋｌ導入することを目指す。

また、一次エネルギー供給に占める再生可能エネルギーの割合を２０２０年までに１０％と

することを目指す。

太陽光発電設備については、導入量が平成３２（２０２０）年に平成１７（２００５）年度

比で２０倍になることを目指し、平均で年２０％程度の拡大を維持する。

前回要望時の

達成目標

当面２年間（平成２１年度、平成２２年度）においては、京都議定書目標達成計画（平成２

０年３月全部改定）の導入目標である原油換算７３万ｋｌ（３００万ｋＷ）から１１８万ｋｌ

（４８２万ｋＷ）を実現する。その上で、設備の導入量が平成３２（２０２０）年に平成１７

（２００５）年度比で２０倍になることを目指し、平均で年２割程度の拡大を維持する。

前回要望時からの

達成度及び目標に

達していない場合の

理由

太陽光発電導入量（発電出力：ｋＷ）

現状：平成２０年度 ２１４．４万ｋＷ

平成２１年度 ２５５．４万ｋＷ（前年度比１９．１％増加）

これまでの要望経緯

平成２１年度 創設

平成２２年度改正において、本税制の対象について、現状の「新エネルギー等事業者支援対策

事業」の対象事業に加え「地域新エネルギー等導入促進対策事業」の対象事業の追加を要望し

たが見直し年度に当たらないとして改正ならず。


